
農地に広告物を設置する場合（フロー図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）広告物基礎等の構造によっては、農地転用許可が不要となる場合がありますので、

必ず筑前町 農業委員会事務局または福岡県朝倉農林事務所にてご確認ください。 

筑前町農業委員会事務局にて確認いただく場合、筑前町農業委員会事務局から福岡

県朝倉農林事務所へ確認することとなる場合があります。お急ぎの場合は、福岡県朝

倉農林事務所へご確認ください。 

はい いいえ 

農地転用許可の必要があるか筑前町 農業委員会事務局 

または福岡県朝倉農林事務所にて確認する。（注１） 

※その際、広告物の大きさ、基礎の大きさ、構造等がわか

る図面等を持っていくこと。特に地中の基礎がわかるも

のが必要です。 

屋外広告物を設置できる農地かを筑前町農業委

員会事務局または福岡県朝倉農林事務所にて確

認する。 

農地転用許可不要 

屋外広告物許可申請を行う。 

※屋外広告物許可申請書の 

９ 他の法令の許可の農地法に 

関することの設置場所が農地

ではない欄にレ点を記載する

こと。 

屋外広告物許可申請を行う。 

※屋外広告物許可申請書の 

９ 他の法令の許可の農地法に

関することの農地転用許可不要

欄にレ点を記載すること。 
筑前町農業委員会事務局にて 

農地転用許可申請を行う。（１～２か月かかります。） 

※場合によっては、農振除外の手続きを先に行う必要が

あります。農振除外の手続きは１年程かかります。 

農地転用許可後、屋外広告物許可申請を行う。 

※屋外広告物許可申請書の 

９ 他の法令の許可に農地転用許可日、番号を記載すること。 

設置場所が農地（田、畑）か 

農地転用許可必要 

屋外広告物は設置できません。 

設置可能 

設置不可能 


